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新たな国土形成計画広域地方計画の策定に係る計画提案について 

 

 

 日頃より、国土行政の推進につきまして格別のご協力を賜り誠にありがとう

ございます。 

 

 さて、広域地方計画につきましては、本年８月に閣議決定された新たな国土

形成計画（全国計画）を基本とする新たな計画の策定に向けて、全国８つの広

域ブロックごとの広域地方計画協議会（以下「協議会」という。）において検

討が進められているところです。 

 

 新たな広域地方計画の策定に際しては、地域の実情に即した計画内容の充実

を図っていくため、貴市町村から国土形成計画法第１１条に基づく計画提案を

行っていただきたいと考えております。 

 

 つきましては、下記を踏まえ、ご対応いただきますよう、ご理解、ご協力を

よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１．提案の主体 

国土形成計画法（以下「法」という。）第１１条第１項に基づき、各広域

地方計画区域内の市町村から、単独又は共同による計画提案を受け付けます。 

協議会の構成員である市町村は計画提案の主体から除くこととされていま

すが、一市町村としての位置づけではなく市長会、町村会の代表などとして

の位置づけで協議会の構成員となっている市町村の場合は、当該市町村とし

て計画提案を行うことができます。 

 

２．提案に当たっての留意点 



今回の広域地方計画においては、平成２７年８月１４日に閣議決定された

国土形成計画の全国計画で示された国土の基本構想である「対流促進型国土」

の実現に向けた地域の個性と連携を重視した「コンパクト＋ネットワーク」

の国土づくりの各広域地方計画区域における具体的な取組を明らかにしてい

くこととしております。これらの取組について、関係市町村の発意に基づく

計画提案をいただきたいと考えております。 

計画提案の内容は、法第１１条第１項に基づき、「当該市町村の区域内に

おける法第２条第１項各号に掲げる事項に関する施策の効果を一層高めるた

めに必要な」広域地方計画に記載すべき国土の形成に関する事項となってい

ます。 

広域地方計画に記載すべき事項は、法第９条により、「広域地方計画区域

における国土の形成に関する方針」、「広域地方計画区域における国土の形

成に関する目標」、及び「目標を達成するために一の都府県の区域を超える

広域の見地から必要と認められる主要な施策」とされているところです。 

これらを踏まえ、以下の事項にご留意の上、計画提案を提出いただきます

ようお願いいたします。 

 

① 計画提案の内容は、広域性を有すること。特に以下のような具体的な取

組を提案理由に明示の上、それに関連する内容とすることが望ましい。 

－ 既存インフラ等の国土基盤を賢く使い、民間企業等と連携して、生産

性の向上を図り、域外からの所得を稼得する「稼げる国土」の形成につ

ながる取組 

－ 地域特有の資源を集積させるとともに、域外から取り込んだヒト、モ

ノ、カネ、情報とこれらを結び付け、対流によるイノベーションを誘発

する取組 

－ 都市間・地域間の連携によって、必要とされる機能に応じた複数市町

村をあわせた圏域人口を確保し、活力ある経済・生活圏の形成を図る取

組 

－ 市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく地方創生を実現する

ために必要な広域的な取組 

 

② 施策の効果が一の都府県内にとどまるものは、広域地方計画の内容と

して想定しがたいこと。また、単なる個別公共事業の実施の要望は計画

提案としてなじまないこと。 

 

③ 計画提案の理由は、提案内容が当該市町村の区域内における国土の形

成に関する施策の効果を一層高めるために必要であることについて、明



確、具体的かつ簡潔に記載すること。 

 

３．提案の手続 

新たな広域地方計画の策定に係る計画提案を行う場合は、別添１様式の提

案書に以下の事項を記入の上、当該書類一通を、都府県（貴市町村が所在す

る都府県。以下同じ。）を経由して国土交通大臣に提出していただくととも

に、その写し一通を当該都府県の知事に提出願います。 

また、別途、当該広域地方計画の計画区域の広域地方計画推進室及び都府

県の広域地方計画担当宛に電子メールにて送付願います。 

 

①市町村の名称及び所在する都府県の名称 

②提案番号 

③提案内容（計画に記載すべき広域地方計画の文章案） 

④協議会検討資料（中間整理又はプロジェクト検討参考資料）における関

連箇所 

⑤提案理由 

 

提出された計画提案に対しては、関係する協議会に意見を聞いた上で、広

域地方計画の計画原案への反映結果又は反映しないこととした理由について、

通知することとします。 

 

４．計画提案の提出期間 

提出期間は、平成２７年１０月２２日（木）～１１月１８日（水）でお願

いいたします。 

 

５．計画提案の検討に当たっての参考資料 

新たな広域地方計画の策定について、協議会における検討、学識経験者か

らの意見聴取等を踏まえ、本年１０月時点での検討内容を、中間整理及びプ

ロジェクト検討参考資料（プロジェクト骨子及び説明資料）として整理して

います。計画提案の検討に当たっては、これを参考としていただくようお願

いいたします。 

 

中間整理は、広域ブロックの特性や課題整理、広域ブロックにおける国土

の形成に関する方針、目標等に関し、協議会等における検討状況を整理した

ものです。プロジェクト検討参考資料は、広域プロジェクト（計画の目標を

達成するために一の都府県の区域を超える広域の見地から必要と認められる

主要な施策）に関する検討状況の概要を、骨子及び説明図表として整理した

ものです。なお、広域プロジェクトについては、今後、プロジェクト検討参



考資料を基礎としてさらなる検討を加えた上で、計画案に記載をすることと

なります。 

 

 国土交通大臣の決定に先立ち、協議会において協議される計画案について

は、中間整理に必要な追加・修正を行うことにより作成されますので、この

点も踏まえて、中間整理を参考の上、計画に記載すべき広域地方計画の文章

案をご提案ください。 

 

本参考資料は、各広域地方計画推進室ＨＰにてご覧いただけます。 

また、ご不明な点等につきましては、該当する広域地方計画推進室にお問

い合わせ願います（別添２参照）。 


